
物流改正法に関する近畿ブロック説明会

（令和７年４月以降に、各府県トラック協会主催の説明会も行う予定）

国土交通省 近畿運輸局 一般社団法人 近畿トラック協会

事前申込みをお願いします！⇒ 裏面参照

応募多数の場合、ご要望に添えない場合がありますので予めご容赦ください

日 時：令和７年２月２６日(水) 14:00～16:00
会 場：アートホテル大阪ベイタワー (大阪市港区弁天1-2-1)

４階 アートグランドボールルーム

国土交通省は、令和7年4月の物流改正法の施行に向けて、主として元請事業
者等の理解を深めるため、トラック事業者に対して、「取引適正化のためのトラック
事業者に対する規制的措置」や「物流効率化のための荷主・物流事業者に対す
る規制的措置」を中心に説明会を実施することとしました

法改正の背景、概要、書面交付の義務化、実運送体制管理簿･下請情報通知、健全化措
置･運送利用管理規程･運送利用管理者、荷待ち時間等記録義務付け対象拡大、Ｑ＆Ａ、
物流効率化のための荷主・物流事業者が取り組むべき措置やその判断基準など

【説明内容】

会場案内図

（WEB視聴可）



【申込み方法】
①右のＱＲコードを読み込んでいただき、メールにて申込み願います
②右のＱＲコードでの申込みが難しい場合は、ＦＡＸでの申込みも受付します
【ＦＡＸ送信先】

06-6965-4019 一般社団法人近畿トラック協会

①属 性（いずれかを選択してください）

□運送事業者

【個人情報の取扱いについて】
・お預かりした個人情報は、本セミナーの運営に関する連絡の目的に限って利用し、厳重に管理します
・お預かりした個人情報は、法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者へ提供いたしません

【その他の連絡事項】
・本説明会は主として元請事業者（運送事業者）を対象とした説明になりますが、荷主関係のお申込み
も受付しますので、各自でご案内ください

・応募多数の場合、申込み受付後においても申込み人数の変更をお願いすることがあります
・ＷＥＢ視聴用ＵＲＬについては、令和７年２月２５日（火）までに送信する予定です
（メールは、kkt-kamotsuka@ki.mlit.go.jp より返信しますので、予め受信設定をお願いします）
・ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお願いします

ＦＡＸ申込み欄

⑥電話番号

④貴社名（団体名、個人事業主名）

②視聴方法（いずれかを選択してください）

申

込

者

⑧氏名１ ⑨役職

２
人
以
上
の
場
合

氏名４

氏名２

＜申込み〆切＞ 令和７年２月１９日（水）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

【お問合せ先】
近畿運輸局自動車交通部貨物課 TEL ０６－６９４９－６４４７
一般社団法人近畿トラック協会 TEL ０６－６９６５－４０００

⑦ＦＡＸ番号

③トラック協会の加入状況（①において「運送事業者」の場合、主として加入している協会名を選択してください）

□大阪府トラック協会 □京都府トラック協会 □兵庫県トラック協会

□奈良県トラック協会 □滋賀県トラック協会 □和歌山県トラック協会 □非会員
事

業

者

※太枠内（①～⑨）は,漏れなくご記入ください

□会場

⑤所在地（市町村まで）

（ふりがな）

氏名３

氏名５

（ふりがな）

ＷＥＢ視聴用ＵＲＬを送付するためのメールアドレスをご記入ください
□荷主関係 □ＷＥＢ（✉ : ）


